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市のごみ排出量・資源物回収量　9月
　※（　）は前月比　　※ 9 月 25 日現在人口　63,788 人
　※排出量とは常総環境センターへ搬入されたごみ量を示す

種類 排出量・回収量 昨年同月 １人１日当たり

ご
み

可燃 1038.82 ｔ　
（▲ 17.90 ｔ） 993.03 ｔ 543 ｇ　

（▲ 5 ｇ）

不燃 189.95 ｔ　
（＋ 38.07 ｔ） 167.98 ｔ 99 ｇ　

（＋ 20 ｇ）

粗大 24.61 ｔ　
（▲ 8.37 ｔ） 18.79 ｔ 13 ｇ　

（▲ 4 ｇ）

資
源
物

新聞 7.61 ｔ　
（＋ 0.02 ｔ） 6.53 ｔ 4 ｇ　

（± 0 ｇ）

雑誌 57.20 ｔ　
（＋ 9.46 ｔ） 46.07 ｔ 30 ｇ　

（＋ 5 ｇ）
ダン

ボール
39.71 ｔ　

（＋ 6.38 ｔ） 33.54 ｔ 21 ｇ　
（＋ 4 ｇ）

古着・
布類

11.81 ｔ　
（＋ 1.32 ｔ） 11.97 ｔ 6 ｇ　

（＋ 1 ｇ）

缶 10.99 ｔ　
（▲ 3.78 ｔ） 14.88 ｔ 6 ｇ　

（▲ 2 ｇ）

ビン 41.24 ｔ　
（＋ 8.15 ｔ） 32.15 ｔ 22 ｇ　

（＋ 5 ｇ）

ペット 10.76 ｔ　
（▲ 9.79 ｔ） 14.62 ｔ 6 ｇ　

（▲ 5 ｇ）

プラ 28.84 ｔ　
（▲ 16.43 ｔ） 32.11 ｔ 15 ｇ　

（▲ 8 ｇ）
可燃ごみの排出量が 2 か月連続で減っています。 
引き続き、ごみの減量と分別にご協力をお願いします。

11月13日㈬茨城県民の日
　「県民の日」は、郷土の歴
史を知り、自治の意識を高め、
私たちのより豊かな生活と県
の躍進を願う日として、1968

（昭和 43）年に、県の条例に
より定めました。1871（明
治 4）年 11 月 13 日の県の統
廃合で、初めて茨城県という
県名が用いられたことにちな
み、11 月 13 日を「県民の日」
としています。
○茨城県のシンボル

　ごみを燃やしたときに発生す
る煙には、有害なダイオキシン
等が含まれている恐れがあるだ
けでなく、臭いが「洗濯物」に
ついてしまうなど近隣の方に迷
惑がかかります。そのため、「野
焼き（ごみ等の野外での焼却）」
は、法律で一部例外を除き禁止
となっています。
例外として認める廃棄物の焼却
① 国・地方公共団体が、施設

管理を行うために必要な焼却
（河川敷・道路側の草焼き等）

② 災害予防や応急対策または復
旧のために必要な焼却（火災
予防訓練等）

③ 風俗習慣または宗教上の行事
で必要な焼却（どんど焼き等）

④ 農業・林業・漁業を営む上で
やむを得ない焼却（稲わら・
枯れ草の焼却等）

⑤ たき火など日常生活上で通常
行われる焼却で、軽微なもの

（キャンプファイヤー等）

▼問合先　市役所生活環境課
　　　　　内線 146・147

▲県の魚 ヒラメ ▲県の木 ウメ

▼県の花 バラ ▼県の鳥 ヒバリ

野焼きは禁止です！

Reduce
ごみを減らすた
めの第一歩はご
みを増やさない
ことです。
Reuse
何度でも繰り返
し使えるものを
選びましょう。
Recycle
どうしても他に
利用できない場
合は資源として
リサイクル！
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